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（１）「男は仕事、女は家庭」という考え方【性別役割分担意識】

（２）平日の家事時間

●「男は仕事、女は家庭」という考え方については、「そう思わない」が半数以上（53.3％）で、「そう思
う」は8.3％です。過去の調査と比較すると、「そう思わない」が増加し、「そう思う」が減少していま
す。また、性別にみると、男性の方が「そう思う」という意見が多くなっています。

●平日の家事時間を前回（H15年）調査と比較すると、女性は大きな変化は見られませんが、男性は
「まったくしない」が減少し、「30分以上１時間未満」や「１時間以上２時間未満」が増加するなど、
家事労働に従事する割合が比較的多くなっています。

0.0％ 80.0％20.0％ 60.0％40.0％ 100.0％

0.0％ 80.0％20.0％ 60.0％40.0％ 100.0％

8.3％ 53.3％ 36.3％
1.0％

1.1％

4.8％ 55.5％ 38.0％
0.9％

0.8％

12.2％ 50.6％ 34.6％
1.0％

1.6％

19.0％ 41.5％ 36.2％
1.4％

1.8％

21.1％ 29.7％ 48.2％
1.0％

女性
（N=784）

H15 年調査

H7年調査

今回調査

男性
（N=573）

女性
（N=784）

男性
（N=573）

女性
（N=741）

男性
（N=567）

そう思う

まったくしない 30分未満 30分以上1時間未満 1時間以上2時間未満 2時間以上4時間未満
4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上 無回答

そう思わない わからない 無回答どちらともいえない

平成25年度 概 要 版

1．男女共同参画について
男女共同参画社会とは、「男女が、互いの人権を尊重しつつ、喜びも責任も分かち合い、
性別にかかわりなく、その個性と能力を十分発揮することができる社会」です。

4.2％

5.0％ 5.4％ 10.1％ 29.6％ 20.9％ 8.4％ 12.7％ 1.5％6.5％

5.5％ 0.9％
33.9％

18.3％

28.4％ 33.5％ 18.7％ 9.2％ 4.2％

32.6％ 24.6％ 14.7％
5.4％ 1.7％

0.3％
0.3％
1.9％

1.1％
0.2％
0.4％
4.4％

18.6％ 9.1％ 11.4％
6.1％ 10.3％
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（３）女性が職業を持つことについて

（4）女性が仕事を続けるために必要と思うこと

●女性が仕事を続けるために必要と思うことについては、男女とも同じような傾向を示しており、家
族や周囲の理解・協力のほか、育児や介護などに対する制度や施設の充実を求める意見が多くなっ
ています。また、「女性自身の意識改革」を除くいずれの項目も、女性のほうが多くなっています。

●女性が職業を持つことについては、男女ともに「職業を持ち、結婚や出産後も仕事を続ける」や
「いったん退職し、育児終了後再び職業を持つ」が多くなっています。前回（H15年）調査と比較して
も、「職業を持ち、結婚や出産後も仕事を続ける」が増加しています。

0.0％ 80.0％20.0％ 60.0％40.0％ 100.0％

38.1％ 40.7％

33.3％ 44.8％

37.0％ 33.9％

34.2％ 37.7％

2.2％

3.0％

2.3％

1.9％2.1％

1.4％

1.1％1.9％

6.3％

4.7％

6.8％

4.9％5.1％8.5％5.5％

8.6％4.5％5.6％

5.5％5.7％

7.4％3.8％

0.3％1.3％

職業を持ち、結婚や出産後も仕事を続ける
いったん退職し、育児終了後再び職業を持つ
結婚を機会に家庭に入り、あとは職業を持たない
出産を機会に家庭に入り、あとは職業を持たない
女性は職業を持たない方がよい
その他
わからない
無回答

女性（N=784）

男性（N=573）

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％

89.3％

74.9％
69.3％

75.9％
67.7％

70.0％
62.1％

47.4％
44.7％

38.0％
35.1％

37.2％
28.8％

30.7％
32.8％

43.2％
35.6％

3.3％
3.1％

79.9％

80.0％ 100.0％

女性が働くことに対し、家族や周囲の
理解と協力があること

保育施設や介護施設を充実すること

育児や介護などの休暇制度の充実や休暇が
取りやすい職場環境であること

職場に結婚・出産した女性が働きやすい
雰囲気があること

育児や介護で退職しても同一の職場に
再雇用される制度があること

給与などで男女間格差をなくすこと

技術・知識の習得や資格を取得すること

女性自身の意識改革

「男は仕事、女は家庭」という性別での役割分担意識
の解消

その他

女性
（N=784）

男性
（N=573）

男性
（N=567）

女性
（N=741）
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●最近5年間でデートＤＶを受けて怖いと感じるような経験の有無については、「一、二度あった」との回答が
「心理的・精神的暴力を受けた」で3.0％、「社会的暴力を受けた」で2.1％と、いずれの項目においても、ごく
僅かですがみられます。

●最近5年間でＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）を受けて怖いと感じるような経験があったかどうかで
は、いずれの項目においても約９割は「なかった」という回答ですが、その中でも「心理的・精神的暴力を受
けた」において「一、二度あった」が6.4％、「何度もあった」が4.0％とやや多くなっています。

0.0％ 80.0％20.0％ 60.0％40.0％ 100.0％

0.0％ 80.0％20.0％ 60.0％40.0％ 100.0％

2.9％

6.4％

1.5％

1.8％

0.8％

1.0％

0.9％
40.8％ 34.0％ 24.0％

0.3％

3.0％
38.5％ 34.3％ 23.7％0.6％

0.6％
41.4％ 34.3％ 23.7％

0.0％

1.5％
41.1％ 33.1％ 24.0％

0.3％

2.1％
39.3％ 33.7％ 23.7％

1.2％

4.0％

0.5％

0.4％

0.3％

90.4％

84.4％

92.4％

93.2％

92.3％

5.7％

5.7％

5.7％

5.6％

5.2％

1、2度あった 何度もあった なかった 無回答

1、2度あった 何度もあった 全くない 交際相手はいない（いなかった） 無回答

1 身体的暴力を受けた

2 心理的・精神的暴力を受けた

3 性的暴力を受けた

4 経済的暴力を受けた

5 社会的暴力を受けた

1 身体的暴力を受けた

2 心理的・精神的暴力を受けた

3 性的暴力を受けた

4 金銭的な依存や強要を受けた

5 社会的暴力を受けた

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％

39.7％

50.3％

32.8％
29.8％

24.4％
15.9％

20.7％

21.9％
18.5％

16.6％
7.5％
5.9％

1.3％
4.2％

2.3％
4.9％

28.7％
23.0％

36.5％
18.5％
18.2％

47.3％

40.0％ 50.0％ 60.0％

（5）ＤＶ経験の有無

（6）デートＤＶ経験

（7）男性が参画していくために必要な事項

女性（N=784）

男性（N=573）

※デートDVは、恋人や交際相手などデートをするような関係の間で起こる暴力のことです。
デートDVもDVと同じように、人権侵害に当たります。

男女の役割分担についての社会通念や慣習を改めること

夫婦等の間で家事などの分担をするように十分話し合うこと

家事などを男女で分担するようなしつけや育て方をすること

男性の仕事中心の生き方、考え方を改めること

男性が家事や子育てなどに対する抵抗感をなくすこと

男性の生活的自立を促すように女性が協力すること

男その他

わからない

仕事と家庭の両立を支援するための情報提供・相談体制を
整備すること

企業において、労働時間の短縮や育児休業・介護休業の
利用しやすい環境をつくること

企男性が家事、子育てや介護などについての知識や方法を身に
つけること

●今後、男性が女性と共に家事、子育てや教育、介護、地域活動に積極的に参画していくために必要な事項とし
ては、「企業において、労働時間の短縮や育児休業・介護休業の利用しやすい環境をつくること」や「男女の役
割分担についての社会通念や慣習を改めること」、「夫婦等の間で家事などの分担をするように十分話し合う
こと」などの回答が多くなっています。
　また、いずれの項目においても「女性」の方が「男性」よりも多く、女性は男性の様々な面での支援が必要であ
ると考えています。

（N=1,020）

（N=338）
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（8）生駒市が力を入れていくべき施策

●生駒市が力を入れていくべき施策では、「保育、介護の施設・サービスを充実する」が男女とも最も
多く、次いで「雇用や職場における男女の賃金格差の是正や女性の労働条件の改善を促進する」、
「学校教育や生涯学習の場で男女平等についての学習を充実する」、「女性の就労機会を増やした
り、新しい分野への女性の進出を促進するための職業教育を充実する」など、働きやすくするため
の就労環境の整備や教育の充実を求める意見が上位を占めています。
　また、「男性の生活面での自立や家事、地域活動への参加意識を高める」では、「女性」の32.1％に対
して「男性」は20.8％と差異が大きく、女性は男性の家事労働における自立や地域活動への積極的
な関与が必要と考えています。

女性（N=784）

男性（N=573）

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％

10.3％
11.2％

33.3％

32.1％
20.8％

15.6％
17.5％

16.6％
18.3％

31.8％

33.3％
30.4％

9.7％
5.9％

2.8％
3.5％

1.5％
3.7％

6.1％
4.7％

26.5％

6.0％

3.7％
7.2％

5.9％

44.1％

47.3％

29.5％

40.0％ 50.0％

広報紙やパンフレットなどで男女の平等と相互の
理解や協力について啓発を行う

学校教育や生涯学習の場で男女平等についての
学習を充実する

男性の生活面での自立や家事、地域活動への
参加意識を高める

保育、介護の施設・サービスを充実する

審議会や委員会など、市の政策や方針決定の場へ
女性を積極的に起用する

各種団体の女性リーダーを養成する

市民の声を聞きながら、市と市民が協働して
問題解決にあたる

市民ネットワークの構築を促進する

女性の就労機会を増やしたり、新しい分野への
女性の進出を促進するための職業教育を充実する

雇用や職場における男女の賃金格差の是正や女性の
労働条件の改善を促進する

ドメスティック・バイオレンスなど女性に対する
暴力を根絶する

特にない

その他

わからない
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２．人権問題について

（1）関心のある人権問題や身近にある人権問題

（2）「人権」を身近に感じるか

●「人権」ということをどの程度身近に感じているかでは、男女とも「あまり身近に感じない」が5割
程度で最も多く、「身近に感じる」という人（「非常に身近に感じる」と「身近に感じる」の合計）は3
割程度となっています。

●関心のある人権問題では、「高齢者に関する問題」や「子どもに関する問題」、「インターネットを悪
用した人権侵害に関する問題」のほか、「非正規雇用など雇用形態の問題」や「ワーキングプアの問
題」といった雇用や就労に関する問題が上位に上がっています。
●身近にある人権問題では、「高齢者に関する問題」や「子どもに関する問題」、「非正規雇用など雇用
形態の問題」、「障がい者に関する問題」などが上位に上がっています。

女性に関する問題

子どもに関する問題

高齢者に関する問題

障がい者に関する問題

同和問題

外国人に関する問題

職場（※パワーハラスメント等）での問題

非正規雇用など雇用形態の問題

ワーキングプアの問題

HIV 感染者、ハンセン病回復者等に関する問題

刑を終えて出所した人とその家族に関する問題

犯罪被害者とその家族に関する問題

性同一性障がい者に関する問題

プライバシー保護に関する問題

インターネットを悪用した人権侵害に関する問題

性的指向に関する問題

北朝鮮当局による拉致問題

その他

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％

24.0％

25.2％
28.1％

29.9％

関心がある

身近にある

28.6％

36.1％

30.5％

11.5％
10.9％

13.0％

12.8％

20.0％

35.3％

3.8％

4.2％

8.2％

7.8％
8.2％

8.7％

6.7％

6.6％

5.0％

13.2％

15.7％

1.1％

1.1％

1.1％

1.1％
0.5％

0.6％

1.3％

1.6％

14.5％ 47.0％
38.5％

8.2％

40.0％ 50.0％

0.0％ 80.0％20.0％ 60.0％40.0％ 100.0％

3.8％ 25.9％ 52.6％ 10.2％3.6％ 4.0％

4.4％ 27.1％ 48.9％ 7.3％8.6％ 3.8％

女性（N=784）

（N=1,401）

男性（N=573）

非常に身近に感じる
まったく身近に感じない

あまり身近に感じない
無回答

身近に感じる
どちらともいえない
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（3）人権侵害を受けた経験

（4）受けた人権侵害の内容

●受けた人権侵害の内容で一番多いのは、「働いている場で雇用主や上司などから不当な待遇を受け
た」で、前回調査の27.0％から42.1％へ増加しています。また、「うわさをたてられたり、悪口、かげ
口をいわれたりした」は前回の46.9％から33.8％へ減少していますが、依然二番目に多い内容と
なっています。
　また、割合では少ないですが、女性は「地域社会で仲間はずれにされた」や「ストーカーやつきまと
いを受けた」「性的いやがらせを受けた」などをあげています。

●最近5年間で人権侵害を受けた経験は、「ある」が10.3％と前回（平成16年）調査の18.4％から、8.1
ポイント減少しています。性別にみると、「ある」は「女性」が11.5％で、男性の8.4％をやや上回っ
ています。

0.0％ 80.0％20.0％ 60.0％40.0％ 100.0％

0.0％ 80.0％20.0％ 60.0％40.0％ 100.0％

10.3％

11.5％ 73.1％ 13.3％ 2.2％

8.4％ 78.2％ 11.7％ 1.7％

74.7％ 12.7％ 2.3％

18.4％ 76.2％ 5.5％

今回調査
（N=1,401）

H16 年調査
（N=1,996）

今回調査
（N=145）
H16 年調査
（N=367）

※前回調査では「わからない」という項目は設定されていない。

ある わからない 無回答ない

女性（N=784）

男性（N=573）

働いている場で雇用主や上司
などから不当な待遇を受けた
就職のとき、差別的な扱いを

受けた

社会福祉施設等で不当な扱いを
受けた

うわさをたてられたり、悪口、
かげ口をいわれたりした

役所や警察など、公的機関で
不当な扱いを受けた

責任や義務のないことを
やらされた

犯罪や不法行為のぬれぎぬを
着せられた

アパートなどの住宅への入居を
断られた

学校でいじめられたり、
仲間はずれにされた

身近な人から暴力や虐待を
受けた

権利の行使を妨害された

プライバシーを侵害された

性的いやがらせを受けた

その他

覚えていない

ストーカーやつきまといを
受けた

地域社会で仲間はずれにされた

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％

33.8％

46.9％8.3％
12.5％

6.9％
7.9％
9.0％

14.2％

2.8％
3.0％
4.1％
4.6％

0.7％
1.6％
2.8％
5.7％
9.7％

5.4％

6.9％
2.2％
1.4％
1.4％

5.5％
5.2％
8.3％

4.9％

0.7％
4.6％

12.4％
11.7％

13.1％
18.8％

42.1％

27.0％

40.0％ 50.0％

働いている場で雇用主や上司
などから不当な待遇を受けた
就職のとき、差別的な扱いを

受けた

社会福祉施設等で不当な扱いを
受けた

うわさをたてられたり、悪口、
かげ口をいわれたりした

役所や警察など、公的機関で
不当な扱いを受けた

責任や義務のないことを
やらされた

犯罪や不法行為のぬれぎぬを
着せられた

アパートなどの住宅への入居を
断られた

学校でいじめられたり、
仲間はずれにされた

身近な人から暴力や虐待を
受けた

権利の行使を妨害された

プライバシーを侵害された

性的いやがらせを受けた

その他

覚えていない

ストーカーやつきまといを
受けた

地域社会で仲間はずれにされた

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％

34.4％
35.4％

6.7％
12.5％

6.7％
8.3％
7.8％

12.5％
3.3％
2.1％

6.7％

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％
0.0％

0.0％

2.1％
3.3％

13.3％
2.1％

2.1％

5.6％
8.3％

2.2％

8.9％

1.1％

13.3％

13.3％

8.3％

12.2％
14.6％

40.0％
43.8％

40.0％ 50.0％

女性（N=90）

男性（N=48）
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（5）人権問題の理解を深めるための学習意向

（6）学習支援として重要な事項

●人権学習を深めるための支援として重要なこととしては、「学習等教育の場で当事者の話を聞いた
り交流を深める」が50.2％で最も多く、次いで「学習講座や場の提供を充実する」が29.1％、「身近
な地域で話が聞けるように出前講座を開催する」が25.6％などとなっています。前回（H16年）調
査と比較すると、「特に必要ない」は、前回の13.6％から10.1％と減少し、それ以外の項目では、「分
野別の人権教育問題等の学習をするための書籍・資料を充実する」を除いていずれも増加してい
ます。

●人権問題の理解を深めるための学習意向で、「ぜひしてみたい」という人は「男性」が5.2％で、「女
性」の3.1％を上回っていますが、「ぜひしてみたい」と「できたらしてみたい」の合計では女性の方
が多く、おおむね女性のほうが学習に対する意欲が強くなっています。前回（H16年）調査と比較す
ると、男女とも学習してみたいと考えている人は、増加傾向にあります。

0.0％ 80.0％20.0％ 60.0％40.0％ 100.0％

3.1％ 35.6％ 31.3％ 28.1％ 2.0％

2.2％ 27.5％ 29.3％ 35.9％ 5.0％

5.2％ 28.3％ 41.7％ 23.0％ 1.7％

2.3％ 21.5％ 40.8％ 30.4％ 4.9％

女性
（N=784）

男性
（N=573）

男性
（N=809）

女性
（N=1,156）

ぜひしてみたい できたらしてみたい その気持ちはない わからない 無回答

分野別の人権教育問題等の学習を
するための書籍・資料を充実する

学習等教育の場で当事者の話を聞いたり交流を深める

学習相談への対応を充実する

学習講座や場の提供を充実する

身近な地域で話が聞けるように出前講座を開催する

学習グループを育て、支援する

その他

特に必要ない
今回調査（N=1,401）

H16 年調査（N=1,996）

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％

17.3％

18.5％

29.1％
19.4％

25.6％
21.4％

11.6％
7.4％

3.1％
2.9％

10.1％
13.6％

11.5％

18.0％

50.2％
48.7％

40.0％ 50.0％ 60.0％

【今回調査】

【H16年調査】
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（7）人権が尊重される社会を実現するために重要な取組

●人権が尊重される社会を実現するために重要な取組としては、「幼児期から思いやりの心をはぐく
むなど、家庭における教育を充実する」が57.7％、「保育所・幼稚園・学校での人権教育を充実する」
が47.0％と小さい頃からの継続的な学習が重要と考える人が多くなっています。
　前回（H16年）調査と比較すると、「保育所・幼稚園・学校での人権教育を充実する」が前回の
39.1％から47.0％と増加しており、幼児期からの教育が重要と認識する人が増加しています。

今回調査（N=1,401）

H16年調査（N=1,996）

0.0％ 20.0％

28.9％
25.8％

47.0％
39.1％

57.7％
58.7％

3.9％
4.8％

13.5％
10.8％

5.4％
5.7％

8.0％

15.7％
17.2％

20.8％
22.9％

22.4％
27.3％

1.3％
2.0％

3.6％
5.0％

40.0％ 80.0％60.0％

国や県・市が、人権教育・啓発を積極的に進める

保育所・幼稚園・学校での人権教育を充実する

幼児期から思いやりの心をはぐくむなど、
家庭における教育を充実する

公民館などでおこなう講座などで、人権についての
学習を活発におこなう

職場、事業所での人権尊重の取組を支援する

住民やNPOなどの団体による人権尊重に向けた
取組を支援する

市民が人権教育・啓発に参画する機会を充実できる
ように情報の収集や提供に努める

公務員や警察官、教員などの人権教育を充実する

人権侵害を受けた人に対する相談活動や救済策を充実する

社会的に弱い立場にある人に対する支援を充実する

その他

特に必要ない

平成25年度「男女共同参画・人権についての市民アンケート調査」報告書（概要版）

■調査の期間：平成25年7月18日～平成25年8月16日
■調査の対象：16歳以上の市民3,000人
■配布・回収：配布数／3,000件・回収数／1,401件・回収率／46.7％

■発　行　平成26年5月
　生駒市市民部人権施策課
　　　TEL　0743-74-1111（代表）　FAX　0743-74-9100
　　　E-mail  jinkensesaku@city.ikoma.lg.jp


